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項   目 主な取組み状況等 所      見 所見に対する回答 

○ 地震などの大規

模災害時における

旅客の避難誘導・帰

宅困難者対応に関

する事項 
（１）地震などの大規

模災害時におけ

る対応体制等 
 

 
 
 
 

 

・ 京成電鉄株式会社（以下「京成電鉄」

という。）では、地震などの大規模災害

発生時における会社全体の対応として

災害対策規則を、鉄道本部における対応

として鉄道本部災害対策規則等を策定

している。 

  災害対策規則においては、災害が大規

模かつ複数の部門に発生したとき、また

は発生する恐れがあると判断したとき、

鉄道沿線の区市町において震度６以上

の大地震が発生したときなどの場合に

おいて、社長は災害対策総本部を設置

し、災害対策総本部長となることとして

いる。 

・ また、鉄道本部災害対策規則において

は、災害・重大事故発生等またはその恐

れがあるときなどの場合において、鉄道

本部長を本部長とする災害対策本部を

設置することとしている。災害対策本部

 

 

 

 

 

・ 今後とも、利用者の安全確

保の観点から、万全な態勢を

整えるべく取り組んでいく

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き、地震などの大

規模災害時において旅客の

安全確保が最優先であるこ

とを認識し、最善の努力を

してまいります。 
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においては、利用者の応急救護、線路等

各施設の復旧、列車運転の復旧等の業務

を行うこととしている。また、災害の程

度に応じた動員体制を定め、地震等災害

発生時において、動員対象者は予め指示

された場所・最寄駅等に出動し、所属長

の指示を受けて、負傷者救護、旅客の避

難誘導、帰宅困難者対応、設備点検等を

行うこととしている。 

・ 利用者の避難誘導に関しては、各駅で

避難誘導経路図・一時滞在施設等への案

内図を作成し、要請があった際は配布し

ている。また、利用者に対する運行状況

の案内に関しては、案内表示器や駅構内

放送、ホームページ等により運転状況や

振替輸送等に関する情報を提供してい

る。 

 

・ 平成２４年度における避難誘導訓練に

ついては、京成電鉄で計２８回実施した

ほか、自治体、警察、消防等と連携した

合同訓練を６回実施している。また、平

成２５年度においては、京成上野駅、京

成船橋駅等の主管駅２３駅において、避

難誘導経路、一時滞在施設の場所まで徒

歩で確認するなどの教育実施している。
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（２）東北地方太平洋

沖地震の発生時

における対応 
 

・ 平成２３年３月１１日１４時４６分に

東北地方太平洋沖地震が発生したが、地

震発生時において、沿線全ての地震計に

おいて、震度５以上であったため、緊急

停止を指示する自動放送により全線で

列車が停止した。その後、京成電鉄では、

鉄道災害対策本部を設置し、利用者の安

全確保、施設の点検等を行った。 

・ 具体的には、地震発生時に運転してい

た列車５７本のうち、２１本が駅間に停

止し、安全を確認した上で、その場で旅

客を降車させ最寄駅まで徒歩による避

難誘導を行った。 

駅においては、利用者を広域避難場所

等に避難誘導するとともに、駅構内の巡

回、駅務機器等の点検を実施した。 

・ 運転再開については、各路線において

徒歩点検を実施したところ、京成本線ユ

ーカリが丘～臼井間で法面沈下（液状

化）等の被害があったため、復旧見込み

等の状況を考慮し、当日中の営業運転中

止を決定し、翌日６時２０分から応急復

旧・安全確認が終了した区間より順次運

転を再開した。 
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（３）東北地方太平洋

沖地震発生時の

対応を踏まえた

改善策 

 

・ 京成電鉄においては、上記対応により、

利用者の安全確保等を図ったところで

あるが、その後の社内における検証の結

果、帰宅困難者への対応、利用者への運

行情報の提供等の課題が明らかになり、

今後の大規模災害等に対応するため以

下の対策を講じているところである。 

・ 利用者の安全確保を最優先に考え、

各駅毎に作成している「異常時対応マ

ニュアル」に、帰宅困難者の対応とし

て、一時滞在施設等への案内・誘導、

備蓄品の配布等を盛り込んだ。 

・ 駅構内における一時待機場所につい

ては、主要駅において一時待機スペー

スを検証し、まとまったスペースが確

保できる京成上野駅、押上駅、京成船

橋駅、京成千葉駅の４駅において、合

計で約８５０人分のスペースを確保

した。 

・ 飲料水等の備蓄品については、駅の

利用者数を考慮して、平成２５年度末

までに、全駅で約９千人分の飲料水・

非常食・防寒ブランケット、約３千人

分の簡易トイレを配備することとし

ている。これらの配備駅には、駅施設

が狭隘なため、一時待機スペースの確

保が困難な駅もあるが、こうした駅に

・ 左のとおり、京成電鉄にお

いては、駅における一時待機

場所の確保、飲料水等の備蓄

品の配備、情報提供の充実な

ど様々な改善策を講じてい

るところである。 

 

・ また、平成２４年９月１０

日、内閣府及び東京都が共催

し、総務省、国土交通省、首

都圏の地方自治体や放送・通

信・輸送等関連事業者が参加

する「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」において最

終報告がとりまとめられ、大

規模災害時における帰宅困

難者発生により生じる社会

的混乱を防止するため、 

・ 「大規模な集客施設及び

駅等における利用者保護ガ

イドライン」（大規模な集客

施設や駅等の事業者が利用

者保護を適切に行うための

参考となる手順等を示した

もの） 

・ 「駅前滞留者対策ガイド

ライン」（駅周辺の事業者や
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おいても、高齢者や障害者等の災害時

要援護者用として最低限の備蓄品を

配備することとしている。 

・ 運行情報等の情報発信については、

発災時にホームページへのアクセス

が集中したことにより、サーバーに負

荷がかかり、運行情報の更新が行えな

かった経験を踏まえ、サーバーの能力

強化等を図るとともに、万が一、ホー

ムページが閲覧不能になった場合に

備え、公式 Twitter アカウントによる

運行情報の配信を平成２５年３月よ

り開始した。また、異常時案内ディス

プレイ（ＬＣＤ型）を平成２５年度に

京成上野駅、京成船橋駅、成田空港駅

等６駅に設置し、今後、設置駅を拡大、

情報提供の充実を図ることとしてい

る。 

・ 東北地方太平洋沖地震発生時、社内

及び外部機関との通信が繋がりにく

く、相互連絡に支障をきたしたため、

衛星携帯電話の増備、ＪＲ直通電話の

新設を行った。また、各駅に区または

市の防災無線を順次導入することに

より、行政機関と迅速に連絡がとれる

よう通信手段の整備を行っている。 

 

学校等からなる駅前滞留者

対策協議会を設置しようと

する地方公共団体におい

て、地域の行動ルールに基

づき混乱を防止する共助の

取組を円滑に実施する際の

参考となる手順等の具体的

な内容を示したもの） 

などが策定された。 

・ この最終報告を踏まえ、鉄

道事業者自ら取り組むこと

が可能な事項については、引

き続き積極的・計画的に取り

組むことが必要である。 

・ また、一時待機場所につい

ては利用者を円滑に誘導で

きるよう駅係員に周知徹底

し、備蓄品については大規模

災害発生時に容易に配布で

きるようにするとともに、適

切な方法で管理することに

より、大規模災害発生時に即

応できる態勢を整えること

を期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「首都直下地震帰宅困難

者等対策協議会」の最終報

告および各ガイドラインを

踏まえ、鉄道事業者として

帰宅困難者対策に自ら取り

組むことが可能な事項につ

いて、積極的・計画的に取

り組んでまいります。 

・ 一時待機場所については、

円滑な誘導ができるよう、

駅係員へ教育・訓練を行う

と共に、沿線自治体との連

絡・協力体制の整備に努め

てまいります。また備蓄品

については、容易に配布で

きるよう適量を適切な方法

で管理し、的確に配布でき

る体制の整備に努めてまい
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・ 京成上野駅、京成小岩駅、京成船橋

駅、京成千葉駅等において、関係地方

自治体、警察、消防、周辺企業で構成

される協議会に参加するとともに、駅

構内から一時滞在施設への誘導、情報

提供等を内容とした帰宅困難者対策

訓練を実施するなどの対策を進めて

いる。さらに、京成電鉄においては、

協議会が設立されていない沿線自治

体に対して、連携した取組みを積極的

に働きかけることなど、帰宅困難者対

策を進めている。 

 

・ さらに、京成電鉄において

は、京成上野駅、船橋駅等で

自治体、警察、消防、周辺事

業者等を構成員とした協議

会等に参加し、帰宅困難者対

策を協議するとともに、協議

会が設立されていない沿線

自治体に対して、積極的に働

きかけることにより、帰宅困

難者対策を進めているとこ

ろである。 

・ 今後とも、利用者の安全確

保など鉄道事業者として取

り組むべき事項については、

積極的にその役割を果たす

ことが必要である。 

 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 今後とも、旅客の安全確

保が最優先であることを認

識し、鉄道事業者として取

り組むべき事項について、

積極的に役割を果たしてま

いります。 

 

・ なお、業務監査の実施後、

平成２６年２月８日の大雪

で１９時３０分より全線で

運転を見合わせ、翌日９時

３７分に運転を再開するま

での間、駅に帰宅困難者が

発生いたしました。その帰

宅困難者に対し、自治体と

連携しながら滞在施設等へ
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誘導すると共に、駅舎・ト

イレ・駅停車中の列車を開

放いたしました。 

・ ２月８日の大雪への対応

を踏まえ、２月１４日の大

雪では９時４５分に鉄道本

部長を本部長とした災害対

策本部を設置、安全確保に

万全を期して全線で運行を

継続いたしました。その結

果、帰宅困難者は発生いた

しませんでした。 

・ 今後とも、一時待機場所

への円滑な誘導ができるよ

う駅係員へ教育・訓練を行

うと共に、沿線自治体との

連絡・協力体制の整備に努

めてまいります。 

 


